
�愛媛県規則第３８号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める

。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次

のように改正する。

第２２条第１項中「現金領収書（様式第９号）及び」を削り

、同条第３項中「現金領収書」の下に「（様式第１０号の２）

」を加える。

第７０条中「及び口座振替通知書（様式第４０号）」を削る。

第８１条の２第２項を削る。

第８４条第１項を削り、同条第２項中「前項に定めるものの

ほか、」を削り、同項を同条とする。

第２１２条中「又は第８１条の２第２項（第８４条第１項におい

て準用する場合を含む。）」を削り、「振り込み、口座振替

通知書の送付を受けた場合にあつては、これを債権者に送付

しなければ」を「振り込まなければ」に改める。

様式第９号を次のように改める。

様式第９号 削除

様式第１０号の次に次の１様式を加える。

平成１６年５月２８日金曜日 第１５６１号

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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様式第１０号の２（第２２条、第２３条、第１８６条関係） 現金領収書

� 現 金 領 収 書 （原 符）

第 号

納入義務者の

住 所 氏 名

年度 ￥
本庁各課（地方機関）名

（款） （項） （目） （節）

内 訳

摘 要 金 額 摘 要 金 額

証 券 の 内 容
種 類 記 号 番 号 金 額 支 払 場 所

年 月 日領収

出納長等職氏名

愛 媛 県 報平成１６年５月２８日 第１５６１号

５５６



� 現 金 領 収 書

第 号

納入義務者の

住 所 氏 名
殿

年度 ￥
本庁各課（地方機関）名

（款） （項） （目） （節）

内 訳

摘 要 金 額 摘 要 金 額

証 券 の 内 容
種 類 記 号 番 号 金 額 支 払 場 所

上記のとおり領収しました。

年 月 日

出納長等職氏名 �

愛 媛 県 報平成１６年５月２８日 第１５６１号

５５７



� 領 収 済 通 知 書

第 号

納入義務者の

住 所 氏 名

年度 ￥
本庁各課（地方機関）名

（款） （項） （目） （節）

内 訳

摘 要 金 額 摘 要 金 額

証 券 の 内 容
種 類 記 号 番 号 金 額 支 払 場 所

年 月 日領収

歳入徴収者名殿

出納長等職氏名 �

注１ 用紙寸法は、日本工業規格Ａ６とすること。ただし、内訳欄を多く必要とするも

のにあつては、適宜の規格とすることができる。

２ 現金領収書は薄葉とし、領収済通知書は厚葉として複写すること。

３ 現金領収書（原符）、現金領収書、領収済通知書の順に１冊５０部つづりとするこ

と。

４ 内訳が２枚以上にわたる場合は、その１、その２等の表示をして２枚以後の親金

額欄を消しておくこと。

５ 歳入歳出外現金等の受入れに使用する場合は、（款）の欄及び（節）の欄に歳入

歳出外現金等の区分を記入すること。

愛 媛 県 報平成１６年５月２８日 第１５６１号

５５８



様式第２４号中

口 座 振 替 通 知 書 （ 該 当 番 号 を 〇 で 囲 ん で く だ さ い 。 ）

４０１
１ 要 ２ 不 要

「

」

を削り、同様式（注意）中「（伊予銀行、愛媛銀行、愛媛県

信用農業協同組合連合会及び農業協同組合にあつては、口座

振替先欄のすべての項目を窓口で記入してもらつてください

。）」を削る。

様式第４０号を次のように改める。

様式第４０号 削除

附 則

１ この規則は、平成１６年６月１日から施行する。ただし、

第２２条第１項及び第３項の改正規定、様式第９号の改正規

定並びに様式第１０号の次に１様式を加える改正規定は、公

布の日から施行する。

２ この規則施行の際現にある改正前の愛媛県会計規則様式

第２４号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを使用

することができる。

�愛媛県告示第１１４９号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第５１条第２項及び第４項の規定に

より、狩猟免許更新に係る適性試験及び講習（以下「適性試験等」という。）を次のとおり実施する。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 対象者

法第３９条第１項の規定による狩猟免許を受けており、当該免許の有効期間が平成１６年９月１４日に満了する者

２ 適性試験等の実施の日時及び場所

３ 申込みの手続

� 提出書類等

ア 狩猟免許更新申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあ

っては、法第４０条第２号から第４号までに該当するかどうかについての医師の診断書

ウ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．６センチメートル及び横の長さ２．４セン

チメートルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

エ 狩猟免許更新申請手数料（愛媛県収入証紙によること。）更新しようとする免許の種類ごとに各２，９００円

オ 受験票等の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手をちょう付し、あて先を記載した返

信用封筒

� 書類等の提出先

申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部林業課又は西条地方局産業経済部四国中央林業課若しくは丹原林業課、松

山地方局産業経済部久万林業課、八幡浜地方局産業経済部大洲林業課若しくは西予林業課若しくは宇和島地方局産業経済

部御荘林業課（以下「林業課」という。）とする。

� 申込みの期限

原則として希望する適性試験等実施日前１４日とする。

所 管 の 地 方 局 会 場 の 名 称 実 施 日 時
実 施 場 所

会 場 所 在 地

西 条 地 方 局 四 国 中 央 会 場 平成１６年７月２８日（水）午前９時 四国中央市民会館三島会館
第２、第３会議室 四国中央市中曽根町５００

同 上 西 条 会 場 平成１６年７月２７日（火）午前９時 西条地方局７階大会議室 西条市喜多川７９６－１

同 上 丹 原 会 場 平成１６年７月２８日（水）午前９時 西条地方局丹原庁舎４階大
会議室 周桑郡丹原町大字池田１６１１

今 治 地 方 局 今 治 会 場 平成１６年８月３０日（月）午前９時 今 治 市 中 央 公 民 館 今治市南宝来町一丁目６－
１

松 山 地 方 局 松 山 第 １ 会 場 平成１６年８月２６日（木）午前９時 愛媛県武道館大会議室 松山市市坪西町５５１

同 上 松 山 第 ２ 会 場 平成１６年９月１４日（火）午前９時 同 上 同 上

八 幡 浜 地 方 局 大 洲 会 場 平成１６年８月２４日（火）午前９時 大洲市総合福祉センター 大洲市東大洲２７０－１

宇 和 島 地 方 局 宇 和 島 会 場 平成１６年７月２２日（木）午前９時 宇和島地方局７階大会議室 宇和島市天神町７－１

告 示

愛 媛 県 報平成１６年５月２８日 第１５６１号

５５９



�������
�愛媛県告示第１１５０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１５１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに北条市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ダイキ北条店

北条市辻４１０番１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

・えひめ中央農業協同組合

松山市千舟町八丁目１２８番地１

代表理事組合長 上田宗徳

・ダイキ株式会社

松山市美沢一丁目９番１号

代表取締役 山下雄輔

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

・ダイキ株式会社

松山市美沢一丁目９番１号

代表取締役 山下雄輔

・株式会社レディ薬局

松山市南江戸四丁目３番３７号

代表取締役 三橋信也

・えひめ中央農業協同組合

松山市千舟町八丁目１２８番地１

代表理事組合長 上田宗徳

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１６年１２月３１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

３，３３８平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１６３台

イ 駐輪場の収容台数

５８台

ウ 荷さばき施設の面積

２２７平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

５３．６立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前８時

閉店時刻 午後９時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前７時３０分から午後９時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１６年４月３０日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方

局産業経済部商工労政課並びに北条市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１１５２号
双海町から協議のあった町営土地改良事業（農業用道路整

備事業・峰高地区）の計画の変更は、適当と認められるので

� その他

ア 書類の提出は、持参又は郵送によること。

イ 狩猟免許更新申請書は、林業課において、希望者に配布する。

ウ 申込者の適性試験等の日時及び場所は、所管地方局長が指定し、通知する。

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

かもめ調剤薬局 今治市大新田町三
丁目４番７号

平成１６年
５月１日

ひ か り 薬 局 北宇和郡広見町大
字近永１５０２－１

平成１６年
５月１日

愛 媛 県 報平成１６年５月２８日 第１５６１号

５６０



、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及

び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（農業用道路整備事業・峰高地区）変

更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年５月３１日から６月２５日

３ 縦覧場所

双海町役場

�������
�愛媛県告示第１１５３号
双海町から協議のあった町営土地改良事業（ほ場整備事業

・峰高地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８

条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（ほ場整備事業・峰高地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年５月３１日から６月２５日

３ 縦覧場所

双海町役場

�������
�愛媛県告示第１１５４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林の所在場所

西条市中奥字向甲１４の１から甲１４の４まで、甲５６、字新

並乙１の１、乙１の４、乙１の５、乙１の８から乙１の１０

まで、字日浦乙５の２、乙６の１、乙６の２、乙８の１、

乙８の２、乙２４の１、乙２４の２、字影浦乙６７の１、乙１１０

の１、字コウソヲ乙７９、乙８８の２、乙８８の３、乙８９の１、

乙９３、乙９９の１、乙９９の２、乙１０２の１、乙１０２の３、乙

１０２の６、乙１０７の２、乙１０７の４、乙１３２の１、乙１３４

の１、乙１３４の２、乙１４０、乙１４１、乙１４７の１、乙１４８

、乙１４９、乙１５２の１から乙１５２の３まで、乙１５３、字イ

ノ内乙１６３、乙１６６、乙１６７、乙１７１から乙１７４まで、乙

１７５の１、乙１７５の２、乙１７６、乙１７８、乙１７９の１、乙

１７９の２、乙１８１の１、乙１８１の２、乙１８３、乙１８５の１

、乙１８８、乙１８９の１、乙１８９の２、乙１９０、乙１９２、乙

１９５、乙１９６の１、乙１９６の２、乙１９７の１、乙１９７の２

、乙１９８の１、乙１９８の２、乙１９９、乙２０３の１、乙２０３

の２、乙２０７の１、乙２０７の２、乙２０８、字長瀧丙３から

丙６まで、丙１８の１、丙１８の２、丙１９から丙２１まで、丙２２

の２、丙２３の１、丙２３の２、丙２６、丙２７、丙２９、丙３１、丙

５１の１、丙６３の１、丙６６、丙６７、丙７０から丙７２まで、丙７５

の１、丙７５の２、丙７７、丙７８の１、丙７８の２、丙７９の１、

丙７９の２、丙８０の１、丙８０の２、丙９５、字セント休場丙７

、丙８の２、丙８の３、丙９、字前田丙９２、丙９３の１、丙

９３の２、丙９４、丙１１０の１、丙１１４、字七六丙２４６、丙３

０２、字中山丙２９０、丙３１８、丙３４８の１、丙３４８の２、丙

３５２、丙３７０の２から丙３７０の４まで、大保木字鳶寄乙４

の１、乙２７の１、乙２８、字樫原辛３、辛７の２、辛８の１

、辛９の１、辛９の２、辛１０の１、辛１０の２、辛１１、辛２３

の１、辛３９の１、辛４７、辛５１の１、辛５２の１、辛６３、辛６４

、辛６５の１、辛６５の２、辛６６の１、辛６６の２、辛６８の１、

辛６８の２、辛６９、辛７１、辛７２の１から辛７２の４まで、辛９８

の１、字土居壬５８の２、壬６３の１、４号２、４号３、黒瀬

字桂谷乙５４、字峰ヶ久保乙５５の１、乙５５の２、字樫落し乙

８０の１、字瓶乙１４０の１、乙１４０の４、字居合乙１６５の４

、字向乙１９８の１、乙１９８の４、字大畑乙２１６の１、乙２

１６の２、乙２２１の１、乙２３６の１、乙２３８の１、字篠辺谷

乙２５１の１、乙２５１の２、乙２５２の１、乙２５２の３、乙２

５３、乙２５４の１、乙２５４の５、乙２８８の１から乙２８８の３

まで、乙２８９、乙２９０、乙２９１の１から乙２９１の３まで、

字上之原乙２６２の４、字久保地乙３０４の１、乙３０４の３、

字大谷乙３１２の１、乙３１３、乙３１４の１、乙３１４の４、字

薄ヶ瀬乙３１５の１、乙３１５の１０、乙３２３、乙３２６の１、乙

３２６の２、乙３３８の１、字落合乙３４０の１、字柳ヶ瀬乙３

８４の１、乙３８４の４から乙３８４の６まで、字炭所谷乙３８６

の１から乙３８６の３まで、字掛ヶ乙７４７、乙７４９、字市木

乙７５０、字西ヶ峠乙８４３から乙８４５まで、乙８５８、乙８６０

、乙８６７、乙８６８、乙８７１、乙８７２、乙８８１、字山瀧乙７

６７の１、乙７６７の２、藤之石字北向辛１４６、字雉岩屋辛１

５５、字熊ツルギ己９の１、己９の３、市之川字源兵衛タキ

６４９１の８、字白目ノ向６４９９の１、６４９９の４、６５００の１、６５

０３の４、字大平見道ノ下６７１８の２、字大平見道ノ上６７９６、

６７９７の１、６７９８、６７９９の１、６７９９の２、字休場ノ久保６８００

、６８０１の１から６８０１の３まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１５５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１６年５月２８日
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林の所在場所

西条市藤之石字青サレ向己５３の１、荒川字白目石甲１５３

、字新田石乙１００の１、乙１００の２、字下ノ平乙１０２の１

、乙１０２の２、字ショウア谷乙１０５の２、字シリガケ石乙

１０８、字古田乙１０９の１、字川ヶ平乙１１６の２、字シヨタ

キ乙１２０、字竹川谷乙１２１の１から乙１２１の６まで、乙１

２３、字シリタカ石乙１２４、字三味塚谷乙１２７、字赤子谷乙

１３０の１、字新道ノ上乙１３６の１、乙１３６の３、字サシデ

乙１３７、字大谷乙１３８の１、乙１３８の２、乙１４０、乙１４１

、字大ダキ乙１４８から乙１５１まで、乙１５３、字大タキ乙１

５２、字丸山丙２、丙４から丙６まで、丙１４、字吉原丙１７、

丙１８、字宮永瀬丙１９、丙２２の１、丙２２の２、字岩屋ノ下丙

２３、字瀬戸内丙２５、字岩屋ノ東丙２７の２、字松尾谷丙６４、

字タニノ岡丙６８の１、字御林丙８１の２、字シンデ丙８６の１

、丙８６の２、字大畑丙１１４、字ノウジ山丙１１５、丙１１９の

１、丙１１９の２、字ミゾコノ道上丙１２１、丙１２２の２、丙

１２３、字ミソコ道上丙１２２の１、字カンサ平丙１２４、丙１

３４、字�ノサ子丙１５３、字シハキ丙２０２、字ナガ平丙２０６
、字ナガ平下丙２０８、字上ドンクワンセ丙２０９、丙２１０、

字上トングハン地丙２１１、字トングワン地丙２１２、字上ド

ングワン地丙２１３、黒瀬字坂中甲９１５、甲９１９の１から甲

９１９の３まで、甲９１９の５、甲９２０の１、甲９２１から甲９

２５まで、乙５１２、乙５２３、乙５２７、乙５２８、字山崎乙４の

１、乙９の１、字本郷乙２８の１、乙３１、乙３４の１、乙３４の

３、字猪ノ谷乙４１の１、乙４２の１、乙５０、字長畑乙４６の１

、乙４６の２、乙４７、乙４８、乙４９の１、乙４９の２、字峰ヶ久

保乙５６の１、乙５７、乙５９、乙６０の１、乙６１の１、字樫落し

乙８１、乙８２の１、乙８３、乙８７の１、乙９１の１、乙９１の２、

字雨乞谷乙８９の２、字尾地ノ向乙９２の１、字尾地向乙９２の

２、乙９２の３、字尾地乙９４の１、乙９５、字長尾乙１００の３

、字耳ヅエ乙１７９の１、乙１７９の３から乙１７９の６まで、

字落合乙３４０の１、字柳ヶ瀬乙３４６の１、乙３４６の５、乙

３４７、乙３５０の１、乙３５０の２、乙３５３の１、乙３６７の１

、乙３６８の１、乙３７９の１、字松落し乙３５７の１、乙３５７

の３、乙３５９、字炭所谷乙３６９、乙３８８の１、乙３８９、乙

３９０、乙３９１の１、字鴉之嶽乙３８０の１、乙３８１の１、字

吉ヶ谷乙３６１、乙３９３から乙４０４まで、乙４０８、乙４０９、

字石原乙４０５から乙４０７まで、字西大門乙４２２、乙４２６の

１、乙４３２、字手水水乙４４７、字湯久保乙４６１の２、乙４

６１の３、字土山乙４９５の１、乙４９５の３、乙４９６の２、字

上ノ地乙５１８の１、乙５１８の２、乙５３９、乙５４０の１、字

天川寺乙５４５、乙５５９、乙５６０の８、乙５６０の１０、乙５６１

の１、乙５６１の２、乙５６１の９、乙５６１の１０、乙５６６の１

から乙５６６の３まで、乙５６７の４から乙５６７の９まで、乙

５６８の１、乙５６８の２、乙５７８、乙５７９の１、乙５７９の４

から乙５７９の７まで、乙５８０の１、乙５８０の２、乙５８５、

乙５８６、乙５８８、乙５９１から乙５９３まで、乙５９６、乙６０５

の２、乙６０８、乙６０９、乙６１２、乙６１３、乙６１６、乙６６３

、字拔石乙６４０の１、乙６４０の２、乙６４１、字青根乙６６１

の１から乙６６１の３まで、乙６６２、乙６６４の１、字橋ヶ谷

乙６６５、乙６７３の１、乙６７４の１、字上西浦乙６７８、字中

山乙６８２の２、字百合城乙６８６の４、乙７００の５、乙７００

の６、乙７０２の６、字ランジャク乙６８８、字柳ヶ谷乙７１５

、乙７１６の１、乙７１７、乙７５７の１、乙７５７の２、乙７５８

から乙７６０まで、字大薮乙７１８の１、乙７１９、字松ノ尾乙

７２９の１１、乙７３１の１、字�荷谷乙７３３の１、乙７３３の２
、乙７３５の１、乙７３５の２、字掛ヶ乙７４０、乙７４１、乙７

４３、乙７４５、乙７４６、乙７４８、字清藤地乙７５４、乙７５６、

字中畦乙７６１の２、乙７６１の５、字野地乙７６２、乙７６６の

１、乙７７３の２、字山瀧乙７６７の３から乙７６７の５まで、

字ワラビ畦乙７６８の１から乙７６８の３まで、大保木字土山

甲１２の１、甲１２の２、甲１３の１、甲１４、甲１５、甲１６の１、

甲１７の１、甲１７の２、甲１８の１、甲１８の２、甲２０、甲２１の

１、甲２１の２、中奥字ナベラ丙４０５の１、字大助丙４０６、

字淀丙４９０の１、丙４９０の２、丙４９３の７、丙４９４から丙

４９６まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１５６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基

づき、区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定

める。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限

又は条件

� ア 免許番号 伊特区第２４号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種区画
漁業

真珠貝養殖
業

１月１日から
１２月３１日まで

� 漁場の位置 西宇和郡瀬戸町大江地先

� 漁業の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって

囲まれた区域

基点Ａ 西宇和郡瀬戸町大江ハヤト北防波堤

基部の標識

点ア Ａから１９８度２７５メートルの点

イ Ａから１９８度４８５メートルの点

ウ Ａから２３２度５２５メートルの点

エ Ａから２５０．５度３７０メートルの点

愛 媛 県 報平成１６年５月２８日 第１５６１号
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ウ 地元地区 西宇和郡瀬戸町

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならな

い。

２ 免許予定日

平成１６年８月１日

３ 申請期間

平成１６年５月２８日から平成１６年７月５日まで

４ 存続期間

平成１６年８月１日から平成２１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１１５７号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年５月２８日から６月１０日まで

�������
�愛媛県告示第１１５８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

松山市門田町丙７４番１１地先から松山市門田町丙７４番７

地先までの公有水面

� 区域

次の１点から３２点までを順次直線で結んだ線及び３２点

と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．５７メ

ートル）における陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（国土地理院四等三角点、篤３０神崎）は、北緯３３

度５４分２７秒９８４７、東経１３２度４１分２８秒３２３４の地点

１点は、基点から真北８１度４１分４９秒１５１．９４メートルの

地点

２点は、１点から真北６６度２１分１５秒１．８９メートルの地

点

３点は、２点から真北１５６度５２分５８秒１２．３６メートル

の地点

４点は、３点から真北１６１度１９分１２秒１１．０２メートル

の地点

５点は、４点から真北１６２度５８分３７秒９．３６メートルの

地点

６点は、５点から真北１６４度４３分３４秒１６．９１メートル

の地点

７点は、６点から真北１７１度３６分２４秒１８．８８メートル

の地点

８点は、７点から真北１７３度２１分２８秒７．４０メートルの

地点

９点は、８点から真北１７２度２０分５５秒１５．４８メートル

の地点

１０点は、９点から真北１６８度４７分３６秒１４．５５メートル

の地点

１１点は、１０点から真北１６２度５５分３２秒２１．４３メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１５９度２７分２４秒８．５９メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１５９度０１分４７秒１６．３６メートル

の地点

１４点は、１３点から真北１５８度４８分５８秒２０．００メートル

の地点

１５点は、１４点から真北１５９度０２分１４秒１９．９９メートル

の地点

１６点は、１５点から真北１５８度３１分１４秒２１．３１メートル

の地点

１７点は、１６点から真北１６４度３９分０３秒１９．６３メートル

の地点

１８点は、１７点から真北１７５度５６分１０秒１９．５５メートル

の地点

１９点は、１８点から真北１８７度５６分４４秒２２．４８メートル

の地点

２０点は、１９点から真北１９９度２７分２１秒１６．６８メートル

の地点

２１点は、２０点から真北２０４度４４分０６秒１４．０３メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２０４度１９分２８秒１０．２４メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２０６度４０分５０秒１６．１９メートル

の地点

２４点は、２３点から真北２１２度３２分１１秒８．５２メートルの

地点

２５点は、２４点から真北２１５度３９分０９秒１７．９０メートル

の地点

２６点は、２５点から真北２１０度３８分５８秒１７．３６メートル

の地点

２７点は、２６点から真北１９６度２５分４７秒７．７３メートルの

地点

２８点は、２７点から真北１８５度４１分３０秒１０．９０メートル

の地点

２９点は、２８点から真北１７２度４７分４６秒１４．１８メートル

愛 媛 県 報平成１６年５月２８日 第１５６１号

５６３



の地点

３０点は、２９点から真北１６９度１０分０４秒５．７２メートルの

地点

３１点は、３０点から真北１７１度２６分２０秒１４．００メートル

の地点

３２点は、３１点から真北１７４度０８分１０秒１０．１７メートル

の地点

� 面積

２，４４０．５０平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２年９月１０日 愛媛県指令河第２５９号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年５月２８日

�������
�愛媛県告示第１１５９号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

松山市由良町乙２７７番２地先から松山市由良町乙２７８

番２地先までの公有水面

� 区域

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線及び８点

と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．５７メ

ートル）における陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（鷲ヶ巣漁港防波堤先端部）は、北緯３３度５４分０８

秒６１７５、東経１３２度３９分３８秒９７８３の地点

１点は、基点から真北１２３度３２分１６秒７８６．５９メートル

の地点

２点は、１点から真北１７１度１９分３７秒２．７５メートルの

地点

３点は、２点から真北１７０度２９分４０秒１７．０２メートル

の地点

４点は、３点から真北１６９度２３分０８秒１３．０６メートル

の地点

５点は、４点から真北１６８度２５分１９秒８．５５メートルの

地点

６点は、５点から真北１６８度２５分２８秒０．７７メートルの

地点

７点は、６点から真北１６８度２５分１８秒５．７７メートルの

地点

８点は、７点から真北１６７度１３分５７秒１１．００メートル

の地点

� 面積

２１４．８９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成４年２月５日 愛媛県指令３河第１０７８号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年５月２８日

�������
�愛媛県告示第１１６０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第２項の規定

に基づき、東予広域都市計画特定用途制限地域の決定に係る

都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第２項の規定

に基づき、東予広域都市計画特定用途制限地域の決定に係る

都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第２項の規定

に基づき、東予広域都市計画特定用途制限地域の決定に係る

都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第２項の規定

に基づき、東予広域都市計画特定用途制限地域の決定に係る

都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第２項の規定

に基づき、東予広域都市計画特定用途制限地域の決定に係る

都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１１６５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第４１条の規定により、狩猟免許試

験を次のとおり施行する。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の種類

� 網・わな猟免許試験

� 第一種銃猟免許試験

� 第二種銃猟免許試験

２ 試験の日時、場所及び実施する試験の種類

� 平成１６年８月３日（火）午前９時

� 平成１６年９月７日（火）午前９時

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局建（開）第２号

平成１６年５月１２日
温泉郡重信町大字見奈良字廣見４５６番４

松山市古川西三丁目３番３３号
メゾンカメリア３０２号
池 川 文 子

１６松局伊土検（開）第６号

平成１６年５月１２日

伊予郡松前町大字北黒田字石山２４０番３、２４０番８、２４２番２、２４２番
４、２４２番５、２４２番６、２４２番７、２４０番３地先農道及び２４０番３地
先水路

伊予郡松前町大字北黒田５１４番地
住 田 隆 太 郎

北条市辻６１０番地１５
ベストケア株式会社
代表取締役 山 田 哲

１６松局伊土検（開）第７号

平成１６年５月１３日
伊予市市場字打田甲７３０番６及び甲７３０番７

伊予市下吾川６４２番地１
宇 � 秀 一

１６四土（開）第１号

平成１６年５月１９日

四国中央市妻鳥町字伊ノ坪１６４６番１、１６４６番２、１６４７番１、１６４７番
２、１６４７番３、１６４９番１、１６５０番１、１６５０番２、１６５１番１、１６５２番
１、１６５２番２及び１６５３番１

広島市中区紙屋町二丁目１番１８号
株式会社 デオデオ
代表取締役 友 則 和 寿

公 告

試験場の名称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

西 条 第 １ 会 場 西 条 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 西条市喜多川７９６－１ 網・わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

今 治 第 １ 会 場 今治地域地場産業振興センター大会議
室 今治市旭町二丁目３－５ 同 上

松 山 第 １ 会 場 松 山 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 松山市北持田町１３２ 同 上

八 幡 浜 第 １ 会 場 東宇和農業協同組合本所３階ホール 西予市宇和町卯之町三丁目４３５－２ 同 上

宇 和 島 第 １ 会 場 宇 和 島 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

試験場の名称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

西 条 第 ２ 会 場 西 条 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 西条市喜多川７９６－１ 網・わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

今 治 第 ２ 会 場 今治地域地場産業振興センター中会議
室 今治市旭町二丁目３－５ 同 上

愛 媛 県 報平成１６年５月２８日 第１５６１号

５６５



�������
�公 告

愛媛県立農業大学校入学試験の実施について

平成１７年度愛媛県立農業大学校入学試験を次のとおり実施

する。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入学試験の区分

養成部門及び専攻科

２ 入学試験の期日

� 養成部門

ア 一般入学試験

平成１７年１月１９日（水） 学科試験及び面接試験

イ 推薦入学試験

３ 免許申請書の提出期間

� 平成１６年８月３日の試験に係るものについては、７月７日（水）から２０日（火）まで。ただし、郵送による場合は、同

日までの消印のあるものは、受け付ける。

� 平成１６年９月７日の試験に係るものについては、７月７日（水）から８月２４日（火）まで。ただし、郵送による場合は

、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 免許申請書の請求先及び提出先

受験申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部林業課又は西条地方局産業経済部四国中央林業課若しくは丹原林業課、

松山地方局産業経済部久万林業課、八幡浜地方局産業経済部大洲林業課若しくは西予林業課若しくは宇和島地方局産業経済

部御荘林業課とする。

５ その他

� 提出書類等

ア 狩猟免許申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあ

っては、法第４０条第２号から第４号までに該当するかどうかについての医師の診断書

ウ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．６センチメートル及び横の長さ２．４セン

チメートルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

エ 狩猟免許申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 受けようとする免許の種類ごとに法第４９条各号に掲げる者に

あっては各４，０００円、その他の者にあっては各５，３００円

オ 受験票の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手をちょう付し、あて先を記載した返信

用封筒

� 試験場についての注意事項

受験申込者の試験場は、所管地方局長が指定し、通知する。

なお、試験場は、原則として、受験申込者の希望する試験場を指定するが、会場の都合により希望する試験場を指定で

きない場合がある。

� 書類の提出は、持参又は郵送によること。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年５月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

松 山 第 ２ 会 場 松 山 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 松山市北持田町１３２ 同 上

八 幡 浜 第 ２ 会 場 八 幡 浜 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 八幡浜市北浜一丁目３－３７ 同 上

宇 和 島 第 ２ 会 場 宇 和 島 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年５月１９日 特定非営利活動法人
人・ふるさと元気フォーラム 山 内 � 松山市千舟町二丁目５番地２ この法人は、不特定かつ多数の市民に対し

て、まちづくりや経済の活性化を通じて雇
用機会の拡大や雇用の創出を図り、この活
動を通じてやりがいの場づくり、健康増進
、高齢者や女性の社会進出・雇用の場づく
り等の支援活動などを行うとともに、観光
産業や地域物産などの開発や支援活動など
経済の活性化を通じて地域の活性化を図り
、市民が元気で生き生きと生活する社会の
実現に寄与することを目的とする。

��������������
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平成１６年１１月１９日（金） 学科試験及び面接試験

� 専攻科

平成１７年１月２０日（木） 学科試験及び面接試験

３ 入学試験の場所

松山市下伊台町１５５３番地

愛媛県立農業大学校

４ 募集人員、修業年限及び入学資格

� 養成部門

� 専攻科

５ 学科試験科目

� 養成部門

ア 一般入学試験

必須科目 国語�
選択科目 現代社会又は農業経営のうち１科目、数

学�又は農業基礎のうち１科目及び化学
�Ａ、化学�Ｂ、生物�Ａ又は生物�Ｂ
のうち１科目

イ 推薦入学試験

小論文

� 専攻科

ア 必須科目 農業経営

イ 選択科目 作物、園芸又は畜産のうち１科目

６ 入学願書受付期間

� 養成部門

ア 一般入学試験

平成１６年１２月１０日（金）から 平成１７年１月７日（

金）まで

イ 推薦入学試験

平成１６年１１月１日（月）から 平成１６年１１月１２日（

金）まで

� 専攻科

平成１６年１２月１０日（金）から 平成１６年１２月２４日（金

）まで

� 郵送による場合は、養成部門及び専攻科とも当該受付

期間の締切日までの消印があるものは、受け付ける。

７ 受験手続

入学願書に次に掲げる書類等を添えて愛媛県立農業大学

校長に提出すること。ただし、�に掲げる書類は、出願し
ようとする年度（以下「出願年度」という。）又はその前

年度内に学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく高等

学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は通常の課程に

よる１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程

によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）及

び出願年度内にこれらの学校を卒業する見込みの者又はこ

れらの学校教育を修了する見込みの者にあっては、添える

ことを要しない。

� 最終学校の調査書

� 健康診断書（出願年度又はその前年度内に保健所又は

病院で診断を受けて作成したもの）

� 写真（出願前６箇月以内に正面から撮影した無帽の上

半身像で５センチメートル平方形のもの）

� 養成部門への推薦入学を希望する者にあっては、出身

高等学校の長の推薦書

� 専攻科の受験を希望する者にあっては、入学選考料と

して２，２００円の愛媛県収入証紙

８ その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校

に問い合わせること。

任 免 辞 令

�公営企業任免辞令
５月１６日

� 岡 詩 織

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

県立新居浜病院勤務を命ずる

都 築 宏 正

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）１級を命ずる

技師を命ずる

県立南宇和病院勤務を命ずる

正 誤

�正 誤

平成１６年５月１４日付け第１５５７号愛媛県告示第１０８３号（伊予

三島都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定）中

課 程 農産園芸課程 果樹園芸課程 畜産課程

コース
野菜複合コース

花き複合コース

かんきつコース

果樹複合コース

大中家畜コース

養鶏コース

修業年限 ２年 ２年 ２年

募集人員 ４０人 ３０人 １０人

入学資格 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５６条第１項
の規定に該当する者

種 類 農産専攻 園芸専攻 果樹専攻 畜産専攻

修業年限 ２年 ２年 ２年 ２年

募集人員 各専攻合わせて１０人

入学資格

次のいずれかに該当する者
� 短期大学（学校教育法第６９条の２に規定する
大学をいう。）において農業に関する正規の課
程を修めて卒業した者

� 都道府県立農業講習所において農業に関する
正規の課程を修めて卒業した者

� 都道府県立農業者研修教育施設養成部門（農
林水産大臣と協議して設置されたものに限る。
）において農業に関する正規の課程を修めて卒
業した者

� �から�までに掲げるもののほか、知事がこ
れらの者と同等以上の学力を有すると認めた者

ページ 箇 所 誤 正

５２６ 下から３行目 伊予三島都市計画
区域の区域区分

伊予三島都市計画
区域の整備、開発
及び保全の方針

愛 媛 県 報平成１６年５月２８日 第１５６１号

５６７



平成１６年５月２８日 印刷
平成１６年５月２８日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円５６８

愛 媛 県 報平成１６年５月２８日 第１５６１号


